
【その他－全般－】

No Q A 備考

1
　特定保健指導に関するサイトを運営しておりますが、その
サイトから「特定健診・特定保健指導に関する研修情報データベー
ス」にリンクしてもよろしいでしょうか？

　問題ないと考えておりますが、リンク先や掲載箇所についての確認が必要ですので、事前にご連絡をお願いします。 H21.3登録

2
　研修の情報が少ないのですが、情報は集まっているのでしょう
か。他の都道府県の研修情報について知りたいので、都道府県毎の
研修についてまとめたものはありますか。

　公開している情報が、こちらに集まっている情報の全てになります。また、研修実施機関は、未登録の研修を登録する
よう、データベースの積極的な活用が望まれます。

H21.3登録

3

　先日保健指導担当者研修会を受講した者ですが、その時講師の先
生が使用したスライドの中に、「保健指導における学習教材」があ
りました。「保健指導における学習教材」の一部をダウンロードし
たいと思いますが、アクセス方法を教えて下さい。

　「保健指導における学習教材集（確定版）」は、国立保健医療科学院のホームページよりダウンロード可能です。
  ＵＲＬ：https://www.niph.go.jp/soshiki/jinzai/koroshoshiryo/kyozai/index.htm
　なお、配布等で利用する際には、出典が明記されている場合は、出典元にご確認ください。また出典の明記がない場合
には、学習教材集からの出典であることを明記して下さい。

H21.3登録
H30.3更新

4

　下記のプログラムのダウンロードの方法を教えて下さい。
１．標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）
２．標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）
　　保健指導事例集
３．保健指導における学習教材集（確定版）
４．健診データ・レセプト分析から見る生活習慣病管理

１．標準的な健診・保健指導プログラム（平成30年度版）
　　URL：http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194155.html
２．標準的な健診・保健指導プログラム新事例集（平成25年度版）
　　URL：http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/seikatsu/dl/shinjirei.pdf
３．保健指導における学習教材集（確定版）
　　URL：https://www.niph.go.jp/soshiki/jinzai/koroshoshiryo/kyozai/index.htm
４．健診データ・レセプト分析から見る生活習慣病管理
　　URL：https://www.niph.go.jp/soshiki/jinzai/koroshoshiryo/tokutei/program/pdf/1_11.pdf

H21.3登録
H30.3更新

5
　研修会で使用した保健指導に関するテキストについて、ホーム
ページからダウンロードすることもできますが、可能であれば印刷
物の形でテキストを購入したいのですが、可能でしょうか。

　特定保健指導関係の冊子等販売はしておりません。ページ数も多くご面倒をおかけしますが、入手の際にはホームペー
ジよりダウンロードしていただいております。

H21.3登録

6 　研修情報があれば教えて下さい。
　研修情報につきましては、登録の依頼が届き次第、随時データベースに掲載します。適宜データベースをご覧いただく
か、もしくは都道府県にて情報を把握している場合もありますので、直接お問い合わせ下さい。

H21.3登録

7
　都道府県、保険者団体、職能団体等において、特定健康診査・特
定保健指導に関する研修を企画する際には、国が実施する特定保健
指導に関する研修を受講することが必要でしょうか。

　特定健康診査・特定保健指導の研修について厚生労働省より示されているものは、①健診・保健指導の研修ガイドライ
ン（平成30年4月版）に基づく研修、②実践的指導実施者告示に基づく研修（食生活改善指導担当者研修及び運動指導担
当者研修）があります。
①健診・保健指導の研修ガイドライン（平成30年4月版）に基づく研修は、特定保健指導実施者の保健指導技術等の質の
担保のための研修です。研修の企画者については、国が実施する特定保健指導に関する研修を受講することが望ましいと
されています。
②実践的指導実施者告示に基づく研修（食生活改善指導担当者研修及び運動指導担当者研修）は、看護師・栄養士等の方
が特定保健指導実施者になるための必須要件となる研修です（食生活改善指導担当者研修を修了された方は、食生活の改
善に関する指導を実施することができ、運動指導担当者研修を修了された方は、運動に関する指導を行うことが可能とな
ります）。研修の企画の際に、国が実施する特定保健指導に関する研修の修了は必要ありません。

H21.3登録
H30.3更新

8 　web又は通信による研修で可能ですか。
　インターネット等を用いた遠隔講義の実施も差し支えありません。
　ただし、対面講義と同様の質の保証（質疑対応、意見交換等）ができるよう、ご留意ください。

R3.4登録


	qa3

